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働きながら子育てをしたい
と願う国民が、その両立の
難しさから、仕事を辞める、
あるいは出産を断念すると
いったことのないよう、

○ 働き方の見直しによる

仕事と生活の調和の実現

○ 「新たな次世代育成

支援の枠組み」の構築

の二つの取組を「車の両
輪」として進めていく。

希望するすべての人が安
心して子どもを預けて働くこ
とができる社会を目指して

保育施策を質・量ともに充
実・強化するための「新待
機児童ゼロ作戦」を展開

•

•

• ○保育サービスの量的拡充と提
供手段の多様化 〔児童福祉法の
改正〕

• 保育所に加え、家庭的保育（保育マ
マ）、認定こども園、幼稚園の預かり保育、
事業所内保育施設の充実

• ○小学校就学後まで施策対象
を拡大

• 小学校就学後も引き続き放課後等の
生活の場を確保

• ○地域における保育サービス等
の計画的整備 〔次世代育成支援
対策推進法の改正〕

• 女性の就業率の高まりに応じて必要
となるサービスの中長期的な需要を勘案
し、その絶対量を計画的に拡大

• ○子どもの健やかな育成等のた
め、サービスの質を確保

趣旨 目標・具体的施策 集中重点期間の対応

（※）「仕事と生活の調和推進のための行動指針（平成19年12
月）」における仕事と生活の調和した社会の実現に向けた各
主体の取組を推進するための社会全体の目標について、取
組が進んだ場合に10年後（2017年）に達成される水準

希望するすべての人が子どもを預けて働
くことができるためのサービスの受け皿を
確保し、待機児童をゼロにする。特に、今
後３年間を集中重点期間とし、取組を進
める。

＜１０年後の目標＞

・保育サービス（３歳未満児）の提供割合
20％ → 38％ （※）
【利用児童数100万人増（０～５歳）】

・放課後児童クラブ（小学１年～３年）の
提供割合 19％ → 60％ （※）
【登録児童数145万人増】

当面、以下の取組を進めるとともに、集

中重点期間における取組を推進する

ため、待機児童の多い地域に対する重

点的な支援や認定こども園に対する支

援などについて夏頃を目途に検討

⇒ この目標実現のためには
一定規模の財政投入が必要

税制改革の動向を踏まえつつ、
「新たな次世代育成支援の枠組み」
の構築について速やかに検討。

３．「新待機児童ゼロ作戦」について（概要）
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「将来に希望を持って安心して働き、安心して子どもを生み育てられること」、「病気になっても安心して医療を受
けられること」、「いくつになっても安心して働き、住み慣れた地域や家庭で安心して暮らせること」。これらは誰もが
求める「安心」です。
国家や社会に対する信頼の源は「安心」にあります。今日、わが国の社会保障の現状に対して国民が抱く不安や

不満に鑑みると、直ちにこれらの「安心」につながる国民の目線に立ったきめ細かな方策を検討し、この1～2年の

間に着実に実行に移していくことが必要です。
「この国に生まれてよかった」と思える国づくりを進めるため、今求められている次の5つの課題について、緊急に

講ずべき対策とこれを実施していく工程について検討を行い、「社会保障の機能強化のための緊急対策～５つの
安心プラン～」をとりまとめました。

１ 高齢者が活力を持って、安心して暮らせる社会

２ 健康に心配があれば、誰もが医療を受けられる社会

３ 未来を担う「子どもたち」を守り育てる社会

４ 派遣やパートなどで働く者が将来に希望を持てる社会

５ 厚生労働行政に対する信頼の回復

４．社会保障の機能強化のための緊急対策～５つの安心プラン～ （概要）（抜粋）

国民の結婚・出産・子育てについての希望と現実のかい離を解消し、未来を担う「子どもたち」を守り育てる社会を実
現するために、保育サービス等の子どもと家族を支える社会的基盤を整備するとともに、子育て中の多様な働き方な
どを実現するための「仕事と生活の調和」の実現を推進する。

①保育サービス等の子育てを支える社会的基盤の整備等 （※）集中重点期間（平成20～22年度）の目標

１ 保育サービス：顕在化している待機児童数の解消を目指し、待機児童が多い地域を中心に、認定こども園、保育所、家庭的保育など多様な保育サービスにより、
3歳未満児の利用児童数の増員のための緊急整備を行い、その結果保育サービスの提供を受ける3歳未満児の割合を26% （※10年間で20%
→38%）に引き上げる。

２ 放課後児童クラブについても、サービスの提供を受ける児童の割合を32% （※10年間で19%→60%）とすることを目指し、放課後児童クラブの緊急整備を行う。

※ これらの目標の実現のためには、一定規模の財政投入が必要 （そのために必要な負担を次世代に先送りすることのないよう、必要な財源はその時点で手当）

３ 未来を担う「子どもたち」を守り育てる社会
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５．放課後児童クラブに係る補助要件について

２．対象児童
・ 保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校１～３年の就学児童
・ その他健全育成上指導を要する児童（特別支援学校の小学部及び小学校４年生以上）

１．実施主体
市町村（特別区を含む。）、社会福祉法人その他の者

４．開所日・開所時間
・ 年間２５０日以上開所すること。（ただし、平成２１年度までは、特例として２００日以上でも国庫補助対象）
・ 開所時間については、１日平均３時間以上とすること。ただし、長期休暇期間などについては、原則として１日８時間

以上開所。

５．施設・設備
・ 活動に要する遊具、図書及び児童の所持品を収納するためのロッカーの他、生活の場として必要なカーペット、畳等を
備えること。

・ 同じ建物内で、すべての子どもを対象とした活動拠点（居場所）の提供を併せて行う場合には、放課後児童のために間
仕切り等で区切られた専用スペース又は専用部屋を設け、生活の場としての機能が十分確保されるよう留意すること。

３．職員体制
放課後児童指導員を配置すること。

６．事業の内容
（１）放課後児童の健康管理、情緒の安定の確保
（２）出欠確認をはじめとする放課後児童の安全確認、活動中及び来所・帰宅時の安全確保
（３）放課後児童の活動状況の把握
（４）遊びの活動への意欲と態度の形成
（５）遊びを通しての自主性、社会性、創造性を培うこと
（６）連絡帳等を通じた家庭との日常的な連絡、情報交換の実施
（７）家庭や地域での遊びの環境づくりへの支援
（８）その他放課後児童の健全育成上必要な活動


